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保証

決算の届出
義務付け

病院、診療所（または介護老人保健施設）を開設しようとする社団（財団）が、
医療法の規定によって設立する法人。

医療法人とは、

余剰金の
配当が禁止

永続性 医療供給の安定化
業容拡大の

容易化

中間法人
（医療法人）

公益法人
（非営利）

営利法人

商法上の会社と公益法
人との中間的な存在

株式会社

商行為
の禁止

原則
非営利

出資持分
（退社時の払戻）

第5次医療法改正

（医療法人改革）の
テーマ

信用

個人→法人
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“持分あり”医療法人・・何が問題？

○○年後

医療法人化

解散

出資

医療法54条「剰余金配当の禁止」で、医療法人は剰余金の配当をしてはならな
いが、解散時等は“払い戻し請求権”により残余財産の分配を受けられる。

業容拡大後→解散

残余財産
の分配

株式会社による病院経営を求める圧力が強まっ
ている中、厚労省や医師会は、医療への営利法人
参入反対を主張している。

しかし“持分あり医療法人”の残余財産の分配が、
『配当』と指摘され、医療法人の非営利性が問われ
ている。
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出資者の親族等比率（↓）で“みなし贈与税”が生じない場合もある

医療法人の概念（第5次医療法改正前）

財団医療法人
社団医療法人

民法
第34条 公益法人の設立

医療法

租税特別措置法

特別医療法人
財団法人
社団法人 特定医療法人厚労省通知

出資額限度法人

財団医療法人
個人財産（資産）を無償寄付してできた集合体で、持分の概念が無く、払い戻し請求権も

無い。解散時には理事会で残余財産の処分を決めて、知事の認可で処分する。

社団医療法人
医療機関を開設することを目的に集まった人が、資金や医療機器等の資材を出資して設

立したもので、“出資持分”により区分される。
［持分あり］→ 出資者の脱退や解散時に出資持分に応じて払い戻し請求権がある
［持分に制限あり］→ 出資額限度法人（払い戻し額の制限、みなし贈与税・・）
［持分なし］→ 払い戻し請求権がない

5年後に廃止予定
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旧の医療法人の形態（第5次医療法改正前）

2007年4月以降は既存形態の医療法人の新規届け出を受け付けず、新形態へ再編する

出資額限度法人

根拠法 医療法（昭和25年）
厚生労働省

医政局長通知（平成16年）
租税特別措置法（昭和39年） 医療法（平成9年）

認可・承認 都道府県知事の認可
都道府県知事による

定款変更の認可
国税庁長官の承認

都道府県知事による
定款変更の許可

・退社時の払い戻しは出資額を限
度とする
・解散時の財産帰属は、払込出資
額のみ分配
・残余財産は国・自治体等に帰属

法人形態 財団又は社団（持分なし） 財団又は社団（持分なし）

法人税率 22% 30%

収益事業 不可 可　（所定の収益事業のみ）

収入要件 社会保険診療収入が80%以上 社会保険診療収入が80%以上

給与制限
特別利益の付与禁止

役職員年間3600万円以下
特別利益の付与禁止

役職員年間3600万円以下
制限なし

財団又は社団（持分あり又は持分なし）

30%

不可

社会保険診療収入の定めなし

要件

資産要件
　・病院等を開設する場合は
　　自己資本比率を20%以上
役員数
　・理事3人、監事1人以上

　・自由診療の制限
　・同族役員の制限（1/3以下）
　・差額ベッドの制限（30%以下）

　・自由診療の制限
　・同族役員の制限（1/3以下）

医療法人（社団・財団）
特定医療法人 特別医療法人

（2007年3月末ま
で）
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社会医療法人
（公益性・非営利）

基金拠出型医療法人
（持分なし）

経過措置型医療法人
既存の継続・新規不可

（持分あり、出資額限度）

医療法人数（2006年3月末 厚生労働省調べ）

（396）

特別医療法人　（61=財10+社51）

特定医療法人（395=財63+社332）

医療法人（41,720）

財団医療法人 社団医療法人（41,324）　［一人医療法人（34,602）］

持分あり（40,914）持分なし（410）

出資額限度法人

（125）

「持分あり」（40,789）　97.8%
実数比率 出資額限度法人

を除いた持分あり

将来像
「当分の間」存続

いずれ政策誘導等により縮小廃止？
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財
団

社
団

財
団

社
団

　自主的な新制度への移行を前提に、当分の間存続
される（いずれは縮小・廃止の可能性が高い）

社
団

＜基金制度＞
「持分のない社団医療法人に適用される制度」
　拠出された資金は基金として運用されるが、定款に
より出資者に返還することができる。ただし返還可能
額は限定され余剰金分配の性格を持たないもの

・5事業（救急、災害、へき地、周産期、小児）を担う
・公的医療機関経営への参画（指定管理者）
・公募債（債権）の発行
・多様な事業展開、経営多角化
・税制上の優遇措置（寄附税制、移行税制・・）→未定
・幅広い医療連携の推進

社会医療法人

基金拠出型
医療法人

経過措置型
医療法人

新医療法人制度

2007年4月以降の医療法人は上段の２形態へ再編された。持分ありの医療法人の新規申請
は認められなったが、既存のものは継続されるため、医療法人制度は変則３階構造となる。

しかし税率の問題等が解決していないので、“移行”は実質できない状況になっている。

非営利性

公益性財団医療法人

特定医療法人

特別医療法人
（5年後に廃止予定）

社団医療法人
　（持分なし）

社団医療法人
　（持分あり）
　（出資額限度法人）

効率性 透明性

出資額限度法人が医療法で整備された
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非営利性の徹底
残余財産の帰属先 → 国、自治体、他の医療法人等

業務の拡大
有料老人ホームの経営

管理体制の強化
医療法人のガバナンスの整備
監事の役割
事業報告書の作成、届出、公開

資産要件の見直し
自己資本比率（20%以上）の要件の廃止

社会医療法人制度の新設
社会医療法人債（公募債）の発行

新医療法人制度の概要

ガバナンス＝統治
法人が社会や個人のために、どのような活動の

方向にあるべきかを示す考え方のこと
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解散 残余財産

①国、地方公共団体
②医療法人（持分なし）
③その他の医療を提供するもの

（厚生労働省令で定めるもの）

非営利性の徹底
－残余財産の帰属について－

医療法44条第4項「残余財産の帰属すべきもの」で規定された。

経過措置型医療法人は、定款で定めることで“財産権”が当分の間維持できる。

経過措置型医療法人のみが
当分の間維持できる財産権

退社時の持分払い戻し請求権

解散時の残余財産分配請求権

平成2007年4月1日以前に設立された医療法人は、１年以内（平成2008年3月31日まで）に、
新医療法に沿って定款・寄付行為の変更認可申請をしなければならない。
（モデル定款を利用する場合は“財産権”の変更に注意する）

また経過措置の及ぶ範囲は「財産権」だけであり、その他は新医療法の適用を受ける。
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業務の拡大
－有料老人ホームの経営など－

医療法人が行える本来業務の拡大

指定管理者として、公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設を管理す
ることができる

・第一種社会福祉事業（特別養護老人ホーム、救護施設等を除く）＝社会医療法人のみ

・第二種社会福祉事業（児童家庭支援センターを除く）

・有料老人ホーム
保育所など通所施設

デイサービスセンターなど通所施設

医療法人が行える付帯業務の拡大

ケアハウスの設置・運営は
社会医療法人に限定されない

ケアハウス

知的障害児施設などの児童の入所施設

身体障害者療養施設などの障害者の入所施設
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管理体制の強化
－医療法人のガバナンスの強化など－

医療法46条第2項～ 49条第4項までの規定で、理事・監事、社員総会・評議
員会の機能を明確にし、内部管理体制を明確にし、効率的な医業経営を図る。

社団

財団

社員総会（定時・臨時）

評議員会

理事会

理事長 監事

社員の議決権は１人１個

業務監査

財産の状況の監査

監査報告書の作成

都道府県知事、社員総会への報告義務

社員総会等の召集権

医療法人が都道府県に報告する書類（5種
類）

①事業報告書
②財産目録
③貸借対照表
④損益計算書
⑤監査報告書 → 監事作成

その他定款な

ど

「事業報告書等」
①～④＋その他厚労省令で定
める書類

監事の職務の明確化

理事

任期2年（再任可）
一定数以上社員による社員総会召集請求権

一定数以上評議員による評議員会召集請求権
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医療法人運営の透明性の確保のため、監事の職務が明確にされ、監事を中心
とした医療法人のチェック体制が構築された。

監事の職務

①業務の監査
②財産状況の監査
③毎会計年度終了後の3ヶ月以内に、監査報告書を作成し社員総会又は理事に提出
④業務や財産に関し、不正や法令･定款等の違反という重大事実を発見した場合には知事、

又は社員総会に報告
⑤必要に応じて社員総会（社団）を収集する、また理事長に評議会（財団）の招集を請求する
⑥業務・財産の状況について、理事に対して意見を述べる

理事（長）
監事

知事

毎年会計年度終了後2ヶ月以内
に「事業報告書等」を作成する

報告

意見

毎年会計年度終了後3ヶ月以内
に「監査報告書」を作成する

総会・評議会

必要に応じて召集・報告

報告

毎年会計年度終了後
3ヶ月以内に報告する

（事業報告書等& 監査報告書）

閲覧請求に対し省令の定
めにより閲覧に供する
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（廃止）「自己資本比率20%以上」

資産要件の見直し

・設備、施設は所有しなくても長期賃貸借でも設立できる

・理事長等以外からの賃貸借の場合は、賃貸借登記が望ましい（借地借家法の場合は不
要）

・賃貸料が著しく高額の場合は、余剰金配当規定に抵触する恐れがある

･一定期間の経営実績を認可要件としないが、２ヶ月以上の運転資金を有することが望まし
い

・設立に際して不可欠な財産の負債を医療法人が負うことは可能。ただし従前の所有者が負
うべきものは適当でない

医療法30条第34項の規定により、資産要件についても見直しが行われた。

（新規定）
「病院等に必要な施設、設備又は資金を有しなければならない」
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社会医療法人制度

非営利性

5事業（救急、災害、へき地、周産期、小児）を担う主体となる
（公的病院とともに・・・、公的病院に代わって・・・）

公的医療機関経営への参画（指定管理者）
公設民営化、自治体病院の受け皿・・・

社会医療法人債（公募債）の発行が可能
会社法の募集社債の規定に準拠
担保付社債信託法で定める社債とみなす

多様な事業展開、経営多角化
社会福祉事業、収益事業

税制上の優遇措置、寄附税制・移行税制の見直し
現時点で未定（2008年度以降）

幅広い医療連携の推進
地域の中核病院として位置付け

特定医療法人・特別医療法人に代わる、公益性の高い、非営利の医療法人制度

高い公益性

・不採算事業を担う医療法人の経営安定化

・公募債発行の環境整備による透明化・近代化

・資金調達の多様化・円滑化による十分な設備

投資と経営の効率化
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社会医療法人の要件

①役員の要件
同族関係者は役員総数の1/3を超えてはならない

②社員（評議員）の要件
同族関係者は総社員（総評議員）の1/3を超えてはならない

③緊急医療等確保事業に係る業務の実施
5事業（救急、災害、へき地、周産期、小児）、その他都道府県知事が必要とす

る医療の実施

④緊急医療等確保事業に係る業務に関する設備・体制・実績
病院等の構造設備（物的要件）、体制（人的要件）、業務の実績が厚生労働大

臣が定める基準に適合している

⑤公的な運営に関する要件
公認会計士・監査法人による監査（社会医療法人債を発行した法人）

⑥解散時の残余財産は、国・地方公共団体・他の社会医療法
人等に帰属することを定めた定款 財産権は、

一切認められない
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準公的とされる病院も自治
体病院との再編などを含め
て社会医療法人へ移行する。

社会医療法人の方向性・概念（日医工MPS予
想）

社会医療法人

自治体病院

自治体病院は民営化を視野
に入れて社会医療法人へ再
編される。多くの自治体は病
院経営から撤退し、医療サー
ビスの調整、監視役となる。

社保系病院
など

済生会病院
など

いずれは

民営化

厚生連系病院
など

日赤病院など

非営利・公益性をアピールする病院
は、社会医療法人へ移行する。（民営
化を経ることも考えられる）

医療法人は「非営利・公益性」の観点から整理再編される。
社会医療法人は、公立・公的病院に代わって補助金支給の対象となり、公益性の

高い医療提供機関として、公立・公的病院再編の受け皿となり、地域医療の中核施
設として位置付けられる。

将来的に

民営化
今後は
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医療法人制度改革 2007年の対応①

第5次医療法改正で施行されたが・・（新法人への移行は実質な
し）

経過措置型医療法人は、経過措置として期間限定で認められており、速や
かな新医療法人への移行が求められるところだが、“移行税制”等が未定の
ため実質的にはまだ移行できない。

社会医療法人も優遇されるべき“税制”が未定のため、申請を受け付けて
いない。

医療法人が都道府県に報告する事業報告書等

経過型医療法人も対象となる（財産権以外は新ルールが適用される）
また定款等の届け出も必要。

事業報告書 財産目録 貸借対照表 損益計算書 監査報告書

様式3-1

様式3-2

新法 様式3-3

経過措置型 様式3-4

医療法人

様式5

様式は、『厚生労働省医政局指導課長通知（医政指発第0330003号）平成19年3月30日』に別紙添付

様式1 様式2

様式4-1

様式4-2　診療所のみ開設

　病院・老健を開設

　経過措置型
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医療法人制度改革 2007年の対応②

事業報告書等は公開される（一人医療法人も対象）
＜都道府県への報告分＞ （誰でも閲覧できる）

2007年度会計分から公開対象となる。
3月が決算期の医療法人では、2008年3月期決算にもとづく事業報告書等

が2008年7月以降（3ヶ月後）に公開される。公開対象となるのは過去3年分に
限られ、2007年度より以前のものは公開されない。
＜医療法人の備え付け分＞

事業報告書等の書類は、社員（評議員）、債権者の求めに応じ閲覧供与し
なければならない。（社会医療法人は対象者の制限なし）

閲覧規定等の策定も検討する（「代理」の閲覧を認めない等）

情報公開を念頭においた事業報告書等の作成準備
事業報告書等（医療法人（理事）が作成する書類）

①事業報告書、②財産目録、③貸借対照表、④損益計算書
監事が作成する書類

⑤監査報告書
厚生労働省医政局指導課長通知に様式添付

（医政指発第0330003号）平成19年3月30日
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医療法人制度改革 2007年の対応③

定款の変更→2008年3月末までに届け出
『厚生労働省医政局長通知（医政発第0330049号）平成19年3月30日』の別

添にあるモデル例を参考に定款を定め、2008年3月末までに届ける。

「持分」放棄に向けた対応
ほとんどの医療法人は、まず『経過措置型』となるが、“当分の間”の存続で

あるため、将来の持分放棄に向けた準備が必要となる。
＜予測される持分放棄促進のための誘導政策＞
・補助金等の対象機関選定の優先順位付け
・診療報酬上の施設基準への組み入れ、など

第5次医療法改正により、“持分のある”医療法人は「経過措置型」として当分の間
認められたが、これは『いずれは廃止されることが明記された』ことでもある。

今後「持分放棄」に向けた様々な政策が実施されることは必至であり、速やかに且
つ適確に「基金拠出型」への転換を検討し、対応することが求められる。
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事業報告書等の様式①

事業報告書（様式1）
この様式例は3ページ

財産目録（様式2）

厚生労働省医政局指導課長通知（医政指発第0330003号）平成19年3月30日添付資料

「役員及び評議員」の項目は、社会医療法人、

特別・特定医療法人以外は記載しなくてもよい

モデル定款では、総会を年２回実施（予算、決

算）しており、実際の定款策定や総会実施にお

いては注意が必要

新制度では、土地・建物の全賃借を認め

ている
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事業報告書等の様式②
貸借対照表（様式3）4種 損益計算書（様式4） 2種

法人の形態別で4種類の様式がある

病院と診療所の2種類の様式がある
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監査報告等の様式

監査報告書は監事が作成する

監査報告書（様式5）


	医療法人制度改革（2007年の対応）�－第5次医療法改正－��資料作成：日医工株式会社　ＭPSチーム�（認定登録 医業経営コンサルタント登録番号第5153　長岡俊広） �（認定登録 医業経営コンサルタント登録番号第4217　菊地祐男）
	スライド番号 2
	“持分あり”医療法人・・何が問題？
	医療法人の概念（第5次医療法改正前）
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	社会医療法人制度
	社会医療法人の要件
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22

